
 

 

○島本町情報公開・個人情報保護審査会条例 

 

昭和５８年１２月２８日 

条例第２５号 

 

（設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づ

き、島本町情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

（定義） 

第１条の２ この条例において「実施機関」とは、島本町情報公開条例（昭和５８年

島本町条例第２４号）第３条第３号に規定する実施機関及び島本町個人情報の保護

に関する法律施行条例（令和４年島本町条例第２４号）第２条第２項に規定する実

施機関並びに議会をいう。 

（所掌事務） 

第２条 審査会は、島本町情報公開条例第１１条の２第１項及び個人情報の保護に関

する法律（平成１５年法律第５７号）第１０５条第３項の規定により読み替えて準

用する同条第１項並びに島本町議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年島本

町条例第１号）第４５条の規定による実施機関からの諮問に応じて審査し、速やか

に答申するように努めなければならない。 

（委員） 

第３条 審査会は、委員５人をもって組織し、町長が議会の同意を得て選任する。 

２ 委員の任期は４年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

３ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同

様とする。 

４ 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動

をしてはならない。 

（会長等） 

第４条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長の任期は、委員の任期による。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の

決するところによる。 

４ 審査会は、審査を行うため必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求

め、説明又は意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第６条 審査会の庶務は、総合政策部において処理する。 

（罰則） 

第７条 第３条第３項の規定に違反した者は、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰

金に処する。 



 

 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和５９年４月１日から施行する。 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４５年条例

第２７号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（昭和６０年３月２０日条例第３号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和６０年９月１日から施行する。 

附 則（昭和６１年９月３０日条例第２２号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和６１年１０月１日から施行する。 

附 則（平成３年９月２７日条例第１１号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３年１１月１１日から施行する。 

附 則（平成６年３月４日条例第１号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年３月３０日条例第７号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１７年９月１３日条例第１５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。 

附 則（平成１８年３月３０日条例第８号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年１月１６日条例第１号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２９日条例第７号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２９日条例第８号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置の原則） 

２ 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にさ



 

 

れた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係

るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 

附 則（令和元年１２月２４日条例第３２号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（島本町個人情報保護審査会条例及び島本町個人情報保護運営審議会条例の廃止） 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

⑴ 島本町個人情報保護審査会条例（昭和６０年島本町条例第３号） 

⑵ 島本町個人情報保護運営審議会条例（昭和６０年島本町条例第４号） 

（島本町行政の説明責任に関する基本条例の一部改正） 

３ 島本町行政の説明責任に関する基本条例（平成１６年島本町条例第５号）の一部

を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（島本町情報公開条例の一部改正） 

４ 島本町情報公開条例（昭和５８年島本町条例第２４号）の一部を次のように改正

する。 

〔次のよう〕略 

（島本町個人情報保護条例の一部改正） 

５ 島本町個人情報保護条例（昭和６０年島本町条例第２号）の一部を次のように改

正する。 

〔次のよう〕略 

（島本町行政不服審査会条例の一部改正） 

６ 島本町行政不服審査会条例（平成２８年島本町条例第７号）の一部を次のように

改正する。 

〔次のよう〕略 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

７ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４５年島本

町条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（令和４年１２月２８日条例第２４号）抄 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月８日条例第１号）抄 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 


